
1/7 

○綾部市水源の里定住支援給付金等交付要綱 

平成29年３月24日告示第28号 

改正 

令和２年11月５日告示第174号 

綾部市水源の里定住支援給付金等交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、綾部市水源の里条例（平成18年綾部市条例第58号）第３条の規定により指定

を受けた水源の里集落（以下「集落」という。）への定住を支援するため、予算の範囲内におい

て綾部市水源の里定住支援給付金又は住宅整備補助金（以下「給付金等」という。）を交付する

ことに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 給付金等の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

(１) 定住する意思を持って、集落の区域内に、転入しようとし、若しくは転入した者又は転居

しようとし、若しくは転居した者 

(２) 当該転入日又は転居日前に、継続して３年以上集落の区域外に住所を有し、又は有してい

た者 

(３) 当該転入日又は転居日において、65歳未満の世帯主又は65歳未満の者が属する世帯の世帯

主 

２ 前項の規定にかかわらず、定住支援給付金にあっては、当該世帯に新規就農・経営継承総合支

援事業実施要綱（平成24年４月６日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知）別記１青年

就農給付金事業による給付金又は綾部市農業後継者就農支援奨励金支給要綱（平成19年綾部市告

示第22号）による奨励金の交付を受ける者がある場合は、交付の対象としない。 

（給付金等の額） 

第３条 給付金等の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 定住支援給付金 １月につき５万円（30万円を限度とする。） 

(２) 住宅整備補助金 次に掲げる要件の全てを満たす住宅の建設、改修又は購入に要する経費

（土地の取得費を除く。）に３分の２を乗じて得た額（90万円を限度とする。） 

ア 自ら居住する目的で住宅を建設し、改修し、又は購入すること。 

イ 住宅の建設又は改修にあっては、入居後１年以内又は入居前に行われる工事で、市内に事

業所等がある事業者が施工するものであること。 
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ウ 国、京都府又は本市の他の補助金等の交付の対象となるものでないこと。 

２ 前項第２号に規定する住宅整備補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

（定住支援給付金の交付申請） 

第４条 定住支援給付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、綾部市水源の

里定住支援給付金等交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（定住支援給付金の交付決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定

し、綾部市水源の里定住支援給付金等交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、申請者

に通知するものとする。 

（住宅整備補助金の交付申請等） 

第６条 前２条の規定は、住宅整備補助金の交付申請及び交付決定等について準用する。 

（住宅整備補助金の交付申請の変更等） 

第７条 住宅整備補助金の交付決定を受けた者は、当該交付決定を受けた後において、前条におい

て準用する第４条の規定による申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに綾部

市水源の里住宅整備補助金変更等承認申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

（住宅整備補助金の実績報告） 

第８条 住宅整備補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了した日から30日以内又は当該年

度の３月31日のいずれか早い日までに、綾部市水源の里住宅整備補助金実績報告書（様式第４号）

に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、給付金等の交付申請を行った者が虚偽の申請その他不正の手段により給付金等の

交付決定を受け、又は給付金等の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した

給付金等の全部又は一部を返還させるものとする。 

（財産処分の制限） 

第10条 住宅整備補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けて建設し、改修し、又は購

入した住宅について、その耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過するまでは、市長の

承認を受けないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は解体してはならない。 
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（給付金等の交付を受けた者の義務） 

第11条 給付金等の交付を受けた者は、集落の振興に努めなければならない。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

２ この告示は、平成39年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（令和２年11月５日告示第174号） 

この告示は、令和２年11月５日から施行する。 
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様式第１号（第４条、第６条関係） 
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様式第２号（第５条、第６条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 

 


